
     

☆  （平成２２年６月１日現在適用中）

 商 品 名 ライフプラン「ブライダルローン」 

 
 
 
 

融 資 対 象 者 
 
 
 

・融資実行時満２０歳以上満６６歳未満の個人 
・原則、２年以上勤務（または営業）している方 
・前年度税込年収２００万円以上で、返済可能な継続・安定した収入がある方 
・保証会社の保証が受けられる方 

 融 資 金 額 ・１０万円以上２００万円以内（１万円単位） 

 
 
 

資 金 使 途 
 
 

・本人または子弟の結婚関連資金で保証会社が認めるもの 
 結婚資金（式場の費用等）、新居資金（家具・賃貸住宅権利金等）、新婚旅行
資金等 

 融 資 期 間 ・６ヵ月以上５年以内（６ヵ月単位） 

 融 資 金 利 ・金利固定型 

  金 利 固 定 型 ・完済時まで固定金利です 

 融 資 金 利 引 下 げ ・下記条件により融資金利を引下げます 
 （ただし条件Ⅰ～Ⅲについて、複数該当しても併用はできません） 

 
 
 
 

 
 
 
 

条 件 Ⅰ 
 

・ローン実行店に下記のいずれかの取引項目がある場合、年利１．０％を引下
げます 
①本人で給与振込（４万円以上／月）指定がある場合 
②同居の家族を含め年金振込指定がある場合 

 
 
 
 
 
 
見 直 し 

 
・ローン実行時ならびに年２回（４月１日および１０月１日）、取引項目の有無
を確認し、金利引下げの見直しを行います 

 
 
 
 
条 件 Ⅱ 

 
・以下の①から③のいずれかに登録（認定）された企業の従業員の方は、
お申し出により年利１．０％を引下げます 
①岐阜県子育て支援企業登録制度 
②次世代育成支援対策推進法 
③愛知県ファミリー・フレンドリー企業 

   見 直 し ・ローン実行時に条件確認し、完済時まで金利引下げの見直しは行いません 

 
 
 
 
 

条 件 Ⅲ 
 
 

・明治安田生命ポイント制度（ｍａｐ）会員（明治安田生命が発行する当行
専用の「目的別ローン特別優遇券」（有効期限内）持参者）は、年利０．３％
を引下げます 

   見 直 し ・ローン実行時に条件確認し、完済時まで金利引下げの見直しは行いません 

 融 資 形 式 ・証書貸付 

 返 済 方 法 ・毎月元利均等返済 
毎月決まった金額（元金＋利息）を、返済用預金口座より自動引き落とし
させていただきます 
・元金の５０％以内で半年毎のボーナス返済併用可 

  返 済 額 の 変 更 ・下記のルールにより変更します 

   金 利 固 定 型 ・融資金利引下げ条件Ⅰによる見直しがあった場合には、その都度返済額も変
更します 

 
 
保 証 

 
・保証会社の保証 
  保証会社が必要と認めた場合、保証会社宛連帯保証人が必要となります 

 



     

 

 

 保 証 会 社 ・共立信用保証株式会社 

 保 証 料 ・＜例＞融資金額１００万円あたりの期間別保証料 

 

 

 

 返 済 額 試 算 ・店頭窓口にお申し出くだされば、試算します 

 金 利 情 報 ・店頭窓口にお問い合わせください 

☆ 

 

 

 

 

 

そ の 他 

 

 

 

 

 

・ローン実行日から１ヵ月目の応当日（銀行休業日の場合は翌営業日）まで

に、本人より以下の取引の申込があった場合には、手数料等を以下の通り

とします 

①共立ＵＣ・共立ＪＣＢ・共立ＵＦＪ 

           ……初年度年会費（一般会員本人のみ）無料 

②Ｔ／Ｃ（旅行小切手）……通常２％の発行手数料を１％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

期   間 ３ 年 ５ 年 

保 証 料 ２３，２００円 ３８，３００円 


